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、

勢
働
資
本
協
調
方
法
こ
し
て
の
利
潤
配
分田

(二}

島

錦

治

第

四
節

.
利
潤
配
分
實
地

上
の
諸

問
題

余

は
前
節

に
於

て
利
潤

配
分

㊨
理
論
を
説
明

し
、
ル
ロ
ワ
・
ボ
ー
リ

ユ
軍
民

が
此

方
法
を
以

て
學

理
上

の
根
操

を

咲

く
ε
爲
す
説

に
謝

し

て
、
聯

か
反
射

の
卑
見

を
述

へ
た
り
。
今

や
本
節

に
於

て
は

r、
此
方

法
を
實
施
す

る
上

に
「

起

る

へ
き
諸
種

の
問
題

に
就
て
考
察
す

る
所
あ

ら
む

巴
欲
す

。而

し

て
之
に
閲

し
て
は
圭

ε
し
て
.〃
ロ
ワ
・ボ

ー
リ

ユ
ー
氏

の
署
書

に
依

る
、
何

ご
な

れ
は
此

問
題

は
理

論

よ
り
は
,寧

ろ
事
實

に
根
捺

し
、

而
し
て
氏
の
説
明
は
簡
繁

,

宜

き
を
得

、
.頗

る
参
.照

に
便
な

れ
は
な
り
。

。

Q

■

第

　

利
潤
の
決
定
及
び
配
分
の
起
黒

利
潤
の
學
理
的
意
義
は
既
に
第
二
飾

の
首
に
述
.へ
た
る
か
故
に
今
亦
贅
せ
す
。
而
湿
て
企
業
者

か
利
潤
分
配
を

實
施
す
る
じ
方
り
て
は
、
必
ず
し
も
此
學
理
的
利
潤
の
意
義
に
拘
束
せ
ら
れ
す
。
稀
に
嫉
利
潤
を
廣
義
に
解
し
、

企
業
者
の
資
本
に
謝
す
る
利
子
及
ひ
其
支
配
の
労
務
に
封
ず

る
報
酬
を
も
控
除
せ
さ
る
総
益
金
を
以
て
配
分
の
超

然

ご
す
る
も
の
あ
り
。
其
著

る
し
き
例
は
紐
育
市
の
馬
車
製
造
家

ヒd
「Φ
蕩
響

に
し
て
穂
益
金

の

一
割
を
勢
働
者
に

配
分
し
た
b
。
撚
れ
ε
も
企
業
者
の
大
多
敏
は
彼
の
資
本
に
封
ず

る
利
子
及
ひ
彼
の
支
配
の
報
酬
を
控
除
し
た
る

論

叢

勢
働
資
本
協
調
方
法
こ
し
て
の
利
潤
配
分
(二
)

第
十
二
巻

〔第
五
號

二
三
)

六
八
「



「

,

論

叢

勢
働
資
本
協
調
方
法
ε
し
て
の
利
潤
配
分
(二
)

第
十
二
魯

(第
五
號

二
四
)

六
八
二

純
益
金

を
以
て
配
分

の
超
然

ε
爲
す
、

而
し

て
此
事

た
る
固

よ
り
不
修
理

に
非
す

己
す
。

但

し
控
除

せ
ら
る

へ
き

利
子

の
割
合

は
、
其
土
地

叉
は
其
時
代

の
事
情

、
及

ひ
企
業
者

の
意

思

に
依

り
て
高

低

一
定
せ
す

。
嘗

て

オ
ル

レ

ア
ン
鐵
道
會
耽

ば
八
分

ε
定

め
、

ピ
ヤ
ノ
製
造
所

し目
o
乙

會
　皿
は

一
割

ご
定

め
.、

甲
㎡
σq
の
.炭
坑

は

　
割
三
分
五

厘

ご
定

め
、
而

し
て
近
頃

米
国

ニ
ュ
ー
・
ゼ

ア
ジ
ー
州

に
在

る

い
耳
印「
兄
弟

商
會

は

一
割

ε
定

め
π
り
。

企
業
者

か
真

横
恣

な

る
意

思
に
依

り
て
餓
b

に
高

く
資
本

の

利
子
を
定
む

る
ε
き
は

、
勢
働
者

に
配
分
す

へ
き

利
潤

の
部

分
を
過
少
な
ら
し
め
、
從
て
利
潤
配
分
方
法
を
し
て
有
名
無
實
に
終
ら
し
む
る
弊
あ
b
。
故
に
宜
し
唾

土
地
其

時
代
の
世
間
並

の
利
子
に
近
き
も
の
に
定
む

へ
き
な
り
。

　

　

第
二

勢
働
者
の
受
く
ε
配
分
額

の
割
合

-

企
業
者

か
勢
働
者

に
奥

ふ
る
所
の
利
潤
の
配
分
額
は
、
亦
彼
の
意
思
に
從
ひ
て
千
差
萬
別
あ
り
。
ギ

ル
マ
ン
氏

の
暴
け
π
る
九
+
六
例
中
、
十
五
例
は
配
分
の
額
不
詳
、
†
四
例
は
真
正
な
る
利
潤
配
分
に
非
す
。
.而
し
て
残
飴

の
六
十
七
例
中
、
総
益
金
の

一
分
五
厘
を
配
分
す
る
も
の

一
、
面

一
分
を
配
分
す
る
も
の

一
、
純
益
金

の

一
割
を

超
え
さ
る
額
を
配
称
す
る
者
三
十
⊥
ハ
、

[
割

一
.分
乃
至

一
割
五
分
の
者
五
め
り
。
巴
里

ル
ク
レ
ー

ル
家

の
配
分
牽

は
七
割
五
分
に
窪
し
、
ギ
ー
ズ
の

Ω
o
鼻
口
銅
鏃
器
工
場
、
ぜ
ネ
ー
ヴ
の

国
=
o
ロ
魯

月。・舞
o
樂
器
工
場
、
同
じ
く
瑞

西
の
Qり
9
8
三

燐
寸
及
蝋
燭
工
場
「
那
威
の

一
工
場
、
瞳
馬
の

一
工
場
、
米
国
の
二
工
場
、
合
せ
て
七
例
は
五
割

の
配
分
を
許
せ
り
。
倫
敦
市
に
在
る
室
内
装
飾
を
業
`
す
る

一
の
共
働
組
合
.
(一.〉
沼
o
⊆
騨ま
コ

∩
o
o
営
養
二
《
o

血
o



齢

U
脅
o
話
冨
仁
誘

色
o
戸
8
野
田
)
は
五
割
五
分
を
配
分
せ
り
。
他
の
八
例
は
資
本

ε
勢
働
ご
に
.封
し
て
均
.
一
の
配
分
を

耕
す

ご
構
せ
ら
る
。
熱
れ
こ
も
此
均

一
の
配
分
の
意
味
は
其
解
繹
匠
々
π
り
、
或
工
場
に
於
て
は
勢
賃

の
絡
額
ε

.

使
冊
せ
ら
る
、
資
本

の
総
額
ざ
を
按
分
比
例
し
て
利
潤
を
配
分
す
、
而
し
て
資
本
の
穂
額
は
概
し
て
勢
賃
の
縮
額

よ
b
は
遙
か
に
人
な
る
か
散

に
、
實
際
資
本
の
受
く
る
厨
は
勢
働
の
受
く
る
所
よ
り
は
大
取
b
ε
す
。
叉
他
の

一

例
は
資
本
の
配
分
額
の
宇
分
に
し
て
、
他
の
山ハ
例
は
総
益
金

の
二
割
乃
至
三
割
三
分
に
達
す
。

由
基
蜆
之
、
ギ
ル
マ
ソ
氏
の
畢
け
た

る
利
潤
配
分
の
六
十
七
例
中
、

一
割
を
超
ゆ
る
配
分
を
駕
す
看
は
二
十
九

例
あ
り
、
邸
ち
総
数
の
四
割
四
分
を
占
む
る
な
り
。
而
し
て
総
数
の
過
常
数
即
ち
五
割
六
分
を
青
む
る
所
の
一
.
二
十

入
側
ぽ
其
配
分
率

一
割
に
達
せ
す
ピ
誰

も
、
此
理
由
を
以
て
利
潤
配
分
方
法
の
敵
果
の
小
な
る
を
論
断
す

る
は
早

計
な
り
。
余
輩
は
此
方
法
の
主
張
者
賛
成
者
こ
し
て
、
世
の
企
業
者
か
真
横
恣
な
る
意
思
に
從
ひ
て
其
資
本
に
封

ず

る
利
子
や
、
其
支
配
の
弊
務

に
封
ず

る
報
酬
や
、
各
種

の
積
立
金
を
過
大

に
計
算
し
て
㌃
勢
働
者
に
配
分
ず

へ
.

き
利
潤

分
部

分
を
過
小
に
す
る
か
如
き
こ
ε
無
く
、
文
典
配
分
の
割
合
を
利
潤

の

一
.割
に
も
達
せ
さ
る
か
如
き
低

度
に
定
め
さ
ら
む
こ
ε
を
萄
告
せ
ん
ε
欲
す
。
近
年
米
國

オ
ハ
イ
オ
州

の

一
會
枇
は
其
利
潤
配
分
の
企
圖
を
宣
言

し
て
曰
く

『
千
九
百
十
五
年
二
月

一
日
に
始
ま
る
厨

の
會
計
年
度
に
於
け
る
事
業
の
純
金
、
即
ち
俸

給

支

彿

簿

(隠
属
o
ε

に
示

さ
る

、
勢
賃
支
挑
を
含
む
所
の
此
事
業
諸
費
用
を
差
引
し
た
る
残
額
よ
り
、
先

つ
重
役
會
に
於
て

投
資
し
π
る
資
本
に
封
ず
る
適
當
な
る
報
酬
ぜ
し
て
決
定
せ
ら

る
へ
き
部
分
を
取
り
除
け
、
其
残
飲
の
中

の
孚
分

輪

業

勢
働
資
本
協
調
方
法
こ
し
て
の
利
潤
配
分
(一「)

粥
+
二
巷

(第
五
蹴

二
五
)

大
入
三

'



1

「

.

、

論

叢

弊
働
責
木
協
調
方
法

ご
し
て

の
利
潤
配
分
(
二
)

斜
十
二
巻

(第
五
號

二
六
)

六
八
四

は

重

役

會

に

於

て

與

ふ

へ
き

資

格

あ

b

`

割

断

さ

る

へ

き

勢

働

者

等

に

配

分

せ

ら

る

へ

し
」
こ
仁
、ho
印

ω
【訂
「
…茜

ξ
.

》

・
芝

・
じご
⊆
三

富

陣
ρ

勺
・

ぶ

)。

む

む

第

三

利
潤
配

分
を
受

く

へ
き
勢
働
者

又
は
役

員

の
資

格
條
件

.

利
潤

の
配
分
を
受

(
可
き
者

の
資

格
條
件
は
如

何
に
之
を
定
む

へ
き

か
は
亦

甚
た
重
要

の
問
題

な
り
。

實
際

に

於

て
勢
働
者

の
全
禮

に
利
潤

を
配

分
す

る
例
は

至
て
稀

な
b
。
ル
ク

レ
.ー

ル
、家
に
於

て
も
、
其

始
め
て
利
潤

配

分
を

、
.行

ひ
た

る
千
人
百
四
十

二
年

よ
り
千
八
百
七
十

年

に
至

る
二
十
八
年

間

は
重
な

る
労

働
者

即
ち
心
核

(す

君
影
ε

、
ご
構

せ
ら

る

＼
人
々

の
み

に
配

分
し
、
其

人
激

も
亦
甚

た
少

か
り

し
な
り
。

千
八
百

四
十

二
年
乃

至
四
十
七
年

の

.

頻

に
同
家

は
三

百
入
を
使
役

し
た

る
か
、
利
、潤

配

分
を
受

け
た

る

は
四
十

四
人

乃
至
九
十
入

人
な

り

し

ε

云

ふ

(O
麗
日
四
9

。
℃
・
簿

二
囁
σq
・の
駐

窪
幽
暗
・)。
・然

る
に
千
八
百
七
十

年
劃
後

、
配

分
は

一
般
的

巴
な

り
、
臨

時
雇

人

す

ら
も

之
を
受
く

る
こ
ご

、
な
り
た
り
。
但

し
斯

の
如
き

は
稀
有

の
例

な
b
。
ギ
ー
ズ

の
ゴ
ー
ダ

ソ
家

(『
自
国
ぎ

昌.

O
。
島
P

紆

O
岳

ε

す

ら
も
未

だ
勢
働

者
塗
膜

に
向

て
利
潤

配
分

を
爲

さ
す
。

同
家

に
於

て
は
手

入
百
七
十
七
年

一、↑始

め
て
利
潤
配

分
方

法
を
行

ひ
た

る
か
、
其

時

よ
り
此

工
場

の
株

を
所
有

し
且

一
年

以
上
工
場

に
.て
働

き
た
6
勢

働

者

に
謝

し
て

の
み
利
潤
を
配

分
し
た

り
。

千
八

百
八
十
七
年

に

於
て
同
家

よ
b
利
潤

の
配

分
を
受

け
た

る
勢
働

川
.者

敷

は
七
百
九
十
三

人
に
し
て
絡

数

の
約
宇

分

に
當

る
ε
云

ふ
。

(Ω
=
ヨ
雪
6

℃
・
o
剛r

冨
σQ2

H蕊

心
算
・
　愚

心
M
)
。

舅
。
⊂
鴨
「2
m汚

氏

の
調

査

に
從

へ
は

利
潤

配
分
を
實

行

せ

る
巴

里

の
企
業
家

の
中

に
於

て
は
、
勢
働
者

の
配

分
を



憂
く

る
爲

に
は
少
く
も
六
箇

月
勤
綾
す

る
を
要
す

ご
爲

す
者

一
.、

(置

目
印
ぎ

p

ぎ

a
)
、
一
年
勤
続
を
要
す

ε
寫
す

者
六

(其
名
構

は
略
す

)
、
二
年
勤
綾

を
要
す

ご
爲
す
者

二
、
三
年
勤
続

を
要
す

る
者

二
、
四
年

を
要
す

る
者

一、、

五
年

を
要
す

る
者

一
あ
り
。

叉
或
工
業
家

は
勢

働
者

か
私
潤
配

分
を
受

く
可

き
豫

定

の
條

件

ε
し

て
、
必
ず

共
濟

組
合

の
組
合
員

ε
な
り

て
、
常

に
其

規
約

を
漣
奉
す

へ
き

こ
蓬
を
以

て
せ
り
。
(局
o
置
「σq
2
0
鳥
撃

噂
p
耳
。房

魯

○
=雫

ユ
o駐

留

℃
p
「す
.
嚇
αq
譲

[
○。
℃
-
6
0
.)
。
、

.

此
拗
績
年
限

の
條

件

に
關
し

て
は
、
地

方
の
猷
呪
、

古
来

の
習
慣

、
産

業

の
種

類
、
螢
働
者

の
性
質
等

を
参
酌

考
量

し
て
決

定
す

へ
き
も

の
な

る

へ
し
。
ル
ロ
ワ
・
ボ
ー
リ

ュ
ー
氏

か

宇
年

叉
は

一
年

の
勤

続
を
以

て
如

何
な

る
場

合

に
も
過
賞

に
非

さ
る
如

く
諭

し
去

る
は
余
矯

か
に
氏

の
説

の
少

し

く
過

當
な

る
を
疑

ふ
も

の
な
り
。
撚

れ
蓬
も

蝕
り

に
長

き
勤
続

年
限

の
條
件

を
附
す

る
は
、
勢

働
者

の
自
由

を
拘

束

し
、
.利
潤

配

分
の
数
果

を
削

減
す

る
も

の

な

る
こ
ざ
は
固
よ
b
論

を
竣
た

さ
る
な
り
四
要

は
企
業
者

の
誠

意

を
基
礎

ご
し
、
特

ご
庭

ご
に
慮

し

て
、
適
宜

の

措

償
を
執

る
.に
在

る
の
み
。

企
業
者

に
果

し
て
誠
意

あ
ら
む

か
、
彼

は
利
潤
配
分
を
受

く

る
條

件
を
具

へ
さ

る
…労

働
者

に
謝

し
て
は
少

く

ご
も
世

間
並

の
労
賃
を
與

ふ
る
か
故

に
、
彼

等
は
利
潤
配

分

か
二
三
年
勤
続

の
後
に
在
.る

コ

も
猶

之
を
樂

七
む

な
ら

む
。
若

し
企
業
者

に
誠
意

無

か
ら
む

か
、
.た

ε
ひ
半
年
又

は

一
年

の
勤
綾
巻

に
謝

し
て
利

潤
を
配

分
す

る
こ
`
め

る
も
、
其

配

分
せ
る
所

は
不
當

に
低
き
夢
賃

を
補
填
す

る
に
過

ぎ
さ
る
も
の
ξ
な
り
、
勢

働
者

を
し
て
却

て
利
潤
配

分
を
呪

咀

せ
七
ひ

る
結
果

を

察
す

へ
き
な

り
。

.

7

論

叢

労
働
資
本
協
調
方
法
ぜ
し
て
の
利
潤
配
分
(曳
)

第
十
二
巻

(第
五
號

二
七
)

六
八
五



r

論

叢

労
働
資
本
協
調
方
法
ε
し
て
の
利
潤

配
分
ρ
…)

第
+
二
巻

(第
五
號

r二
八
)

大
入
六

　

む

第
四

配
冴
の
方
式
。
個
別
的
配
分
及
ひ
集
合
的
配
分
。
即
時
配
分
及
ひ
延
期
配
分
.

、

む

ロ

　

　

　

む

　

　

む

　

.

配

分
の
方
式

は
多
種

多
様
な

れ
ど
も

、
今
其

重
な

る
も

の
を
墨

く

れ
は
、
第

一
に
個

別
的
配

分
ご
集
合
的

配
分

.

ε
の
差

別
あ
り
。
集
合
的

配
分

(饗

三
・
冒

ρご
　
8
目
。∩
穿

。
)
ε

は
配

分
せ
ら

る

へ
き
額

か
勢
働

者

の
各

々
に
分
興

せ
ら
れ
す

し

て
、
彼
等
全
盤

の
共
有

ε
な
り

、
叉
は
利
益

ご
な

る

へ
き
事
業

に
投
資

せ
ら

る

、
な
り
。
例

へ
は
共

沸

組
合

、
貸
金
組
合
、

又
は
養
老

資
金
庫

に
投
資

せ
ら

る

＼
か
如

き
是
な
り
。
次

に
個
別
的

配

冴

(勺
・
.瓜
.
ゼ
・
二
。
・、

ぎ
息
三
号
塾
ε

ε
は
勢

働
者

の
各

々
に
配
労

せ
ら

る
㍉
も

の
に
し

て
、
最
も
普

通

に
行
は

N
る
形
式

な
り
。

第

二

む

む

　

む

　

ロ

　

む

勧

髭

書

延
離

分
あ

差
別
あ
り
。
此
差
別
は
第

一
の
差
別
義

黙
婁

に
す
・
鳶

起
る
も
の
に
し
て
、

　

む

　

む

互

に
相
關
係
す

る

こ
ε
下

の
説

明

に
由
り

て
明
な

り

ε
す

。
帥

時
配
分

(℃
目
膏

ぜ
ρ鳥
○
口
口
=
ヨ
窪
目β断
)
ε
は
谷

倉
計

　

　

む

む

年
度
叉
は
幸

期
の
末
か
、
叉
は
之
に
達

し
た
・
時
期
に
配
分
せ
ら
る
宅

の
な
り
。
之
に
反
し
て
延
溜

分

〔で
四
三
∩
首
o
凱
9
μ
島
謙
徳
。
)
ご
は
配
発
す

へ
き
額
を
各
…労
働
者
の
爲
に
叉
は
彼
等
全
骸
の
爲
に
貯

へ
置
き
、
或
隔
り

た
る
時
期
に
、
叉
は
或
事
件

か
聚
生
し
た
る
場
合
に
於
て
始
め
て
之
を
支
出
す

る
毛

の
な
り
。
例

へ
は
各
螢
働
者

に
貯
金
通
帳
を
交
附
し
て
、
配
分
額
を
記
入
し
、
李
常
は
漫
り
に
之
を
引
出
す

ご
ε
を
許

さ
》
る
如
き
、
叉
は
前

掲
第

一
の
集
合
的
配
舜
の
場
合

の
如
く
、
配
分
額
を
共
済
組
合
貸
金
組
合
養
老
資
金
庫
に
投
資
す
る
は
是
な
り
。

此
等
の
諸
方
式
は
、
實
際

に
於
て
は
混
合
施
行
せ
ら
る
Σ
こ
巴
多
し
。
例

へ
は
巴
里
の
印
刷
業
者

Ω
芭
×
家
に
於

て
は
利
潤
の

一
割
五
分
を
労
働
者
に
.配
分
す
れ
一し
も
、
其
三
分

[
は
各
人
に
師
時
に
給
興
し
、
次
の
三
野

一
は
貯



'

金
通
帳
に
記
入
し
、
職
を
羅

め
て
工
場
を
去

る
時

の
外
は
之
を
引
出
す
を
得
す
、
最
後
の
三
分

一
は
養
老
資
金
塵

に
投
資
せ
ら

る
。

前
掲
諸
方
式
の
何
れ
を
行
ふ
に
就
て
も
、
之
か
基
礎
た
る
修
得
ε
し
て
は
企
業
者
に
誠
意
あ
り
、
而
し
て
勢
働

者
の
側

に
於
て
も
企
業
者

に
封
ず
る
信
頼
あ
る
を
要
す
。
若
し
両
者
間
に
誠
意
信
頼
無
か
ら
む
か
、
即
時
個
別
的

配
分
は

シ
ュ
ゴ
ッ
ス
氏
の
謂
は
ゆ
る
賄
賂
的
配
分
叉

は
消
極
的
配
分
ε
な
り
了
る

へ
.く
「

延
期
集
合
的
配
分
は
同

氏
の
謂
ゆ
る
延
引
的
配
分
ビ
な
り
了

る
へ
き
な
り

(第
三
節
参
照
)
。

蓋
し
企
業
者

の
誠
意
に
水

つ
く
所

の
延
期

集
合
的
配
分
は
勢
働
者
全
禮
の
永
遽
共
同
な
る
利
益
を
保
持
増
湛
し
湘
彼
等
輩
企
業
者
宅
の
問
の
關
係
を
親
密
牢

固
起
す

る
も
の
な
り
轟

も
・

シ
言

・
ス
氏
の
謂
ゆ
る

延
引
的
配
分
な
る
も
の
は
、
書

し
て
企
業
潜
の
権
謀

術
敷

に
水

つ
く
も
の
な
り
ε
す
、
即
ち
其
業
務
の
秘
密
の
漏
…洩
を
防
ぎ
、
又
は
退
魅
せ
る
肚
員
及
ひ
勢
働
者

か
現

存

せ
る
競
争
的
事
業
に
加
入
し
叉
は
新

に
之
を
計
叢
す
る
の
免
除
を
豫
防
す
る
が
爲
に
、
彼
等
を
引
摺
る
策

ピ
し

て
、
彼
等
の
矯
め
乖
利
潤

の

一
部
を
積
立
て
、
、
貯
金
、
養
老
資
金
等

ε
駕
す
方
法
を
指
す
ε
為
す
な
り
。
企
業

者
か
昌

の
讐
業
上
の
利
益
を
擁
護
せ
ん
か
爲
に
此
の
如
き
謀
計
を
用

ふ
る
は
固
よ
b
之
あ
ら
む
、
撚
れ
ご
も
.
門

概
に
延
期
集
合
的
配
分
を
以
て
、
全
然
此
謀
計
に
出

つ
る
も
の
蓬
看
做
す
は
當
ら
す
。
余
輩
か
利
潤
配
分
を
主
張

し
賛
成
す

る
に
方
り
て
は
、
圭

・し
し
て
企
業
者
封
勢
働
者
の
徳
義
心
に
訴

へ
、
結
局
経
済
上
の
利
を
し
て
道
徳
上

の
善
己
二

致
融
合

せ
し
む
る
を
期
待
す

る
な
り
。

論

叢

欝

資
木
協
調
方
法
・・
し
て
の
利
潤
配
家

一)

第
+
二
巻

(
第
五
號

二
九
)

六
八
七



O

論

叢

野
働
資
本
協
調
方
法
ご
し
て
の
利
潤
配
分
三

)

第
+
二
巻

(第
五
號

三
〇
)

六
八
八

む

む

ロ

.

第
五

`
勢
働
者
か
配
分
を
受
く
る
擢
利
の
性
質

雇
傭
勢
働
者
か
雇
主
よ
b
契
約
上
通
常
の
勢
賃
を
受
く

へ
き
権
利
は
絶
対
的
な
れ
ε
も
、
利
潤
配
分
を
憂
く

へ

き
権
利
は
、
斯
の
如
く
絶
対
的

の
も
の
に
非
す
。
雇
主
鳳
利
潤
配
分
に
種
々
の
條
件
を
附
す
る
こ
ε
め
る
へ
く
、

又
其
豫
約
を
中
止
す
る
こ
ε
あ
る
へ
し
。

「
。
=
σq
韓
。
臣
港

氏
に
依
れ
ば
佛
國
に
て
利
潤
配
分
方
法
を
採
用
せ
る
會

肚
ヰ
模
範
的

ε
綱

せ
ら
る
、

「
.一
般
保
険
會
砒
」

(す

∩
o
日
℃
"
三
〇
.自
2

》
給
=「碧
蓉
o騎
『q
9
④
巴
2
)

の
如
き
も
使

用
人
の
配
分
を
受
く
る
権
利
を
未
必
的

の
も

の

(一、
2
。
洋
邑

惹
〉
.ε
爲
せ
り
。
使
用
人
は
二
十
五
年
勤
続
し
、
叉

は
六
†
五
歳
に
達
す

る
に
非
さ
れ
は
、
勤
続
年
間
累
計
し
麗
き
た
る
利
潤
配
分
を
受
け
取
る
を
得
す
。
會
肚
は
常

に
使
用
人
を
冤
織
す
る
権
限
を
腐
し
、
從
て
彼
等
の
配
分
を
受
く
る
擢
利
を
剥
奪
す

る
を
得
。
重
役
曾
は
使
用
人

の
過
失
を
判
定
す

る
椹
能
を
有
し
、
而
し
て
彼

か
過
失
の
爲
に
解
雇
せ
ら
れ
た
る
時
は
、
其
勤
続
問
彼
等
の
分
こ

し
藁

許
せ
ら
れ
た
る
額

の

一
部
を
恩
欝

に
彼

に
奥

ふ
る
ξ

は
亦
重
役
會
の
許
容
し
得
る
所
な
り
・
但
し
此

許

容
拡
唯
免

職
者

に
與

ふ
る
こ
ご
あ

る
も
、
決

し
て
自

己

の
任
意

に
僻
熾

し
π

る
者

に
及

ふ
こ
ε
な
し
。
斯

の
如

く
配
分
を
受
く

る
権
利

を
未
必
的

の
も

の

ε
す

み
場
合

は
最
も
多

き

か
如
し

ε
錐

も
、

フ
ー
ダ

ル
ー
ス
氏

の
書

に

依
れ
ば
巴
里

に
於

け

る
八
會
肚

は
此

権
利
を
絶
劃
的

に
承

認
す

ε
い
ふ
。
八
會
肚

ε
は

訂

ヨ
駐

。
蓄

重
き
畠
「鼻

弱
。
『鼻

O
琶

凶
・
u
ゆ
び
印ヨ
ざ

常

昌
。
ぎ

国

包

u
毛

。旨
ゴ

ロ

蜜

け一。
蔓

①
。
二

p
9

暑

臼
σ。
膏

α
、
9

蚕

・
ω
な
り
。
此
等

の
八
曾

肚

の
使
用
人

か
利
潤
配

分
を
受

く

る
擢
利

は
絶

勤
な
b
。
縦
使
如

何
な

る
理
由

に
よ
り
て
免

職

せ
ら

れ
π



を
時
ご
難
も
・
其
勤
檀
し
允
る
年
限
に
封
ず
る
利
潤
配
分
の
灌
利
を
失
ふ
こ
ε
な
し
ε
云
ふ
。

(勺
。
自σq
2
。
島
。・ρ

弓
.
鼻
.
麗
の
8

6
0
⊥
鴇
)
。

が

勢
働
者

か
配
分
特

に
延
期
配
分
を
受
く
る
権
利
を
絶
対
ε
駕
す

可
き
か
、
叉
は
未
厳
的
ご
熾
す
可
き
か
は
、
未

だ
俄
か
に

一
般
に
論
断
す
る
を
得
す
、
宜
し
く
場
合

々
々
に
恋
し
て
研
究
査
定
す
る
を
要
す
。
蓋
し
勢
働
者
階
級

の
道
徳
及
ひ
智
識

の
程
度
低
く
、
軽
佻
浮
薄
に
し
て
忍
耐
勤
勉

の
氣
風
乏
し
き
か
如
き
場
合

に
於
て
、
彼
等
の
配

分
を
受
く
る
椹
利
を
繕
射
的
ざ
爲
さ
ん
か
、
彼
等
は
師
勝
配
分
を
受
く
れ
は
之
を
浪
費
し
、
延
期
配
分
を
受
け
ん

ざ
欲
し
て
恣

に
辞
職
す
る
か
如
き
弊
害
め
り
、
即
ち
彼
等
に
寸
盆
な
く
し
て
雇
主
に
大
損
を
来
す

へ
し
。
.
.
之
に
反

し
て
勢
働
者
階
級
の
道
徳
及
ひ
智
識
の
程
度
高
く
、
勤
倹

の
氣
風
に
富
み
、
責
任
の
観
念
強
き
か
如
き
場
合
に
於

て
」
彼
等
の
配
分
特
に
延
期
配
分
を
受
く
る
権
利
を
未
必
的
ε
爲

さ
ん
か
、
彼
等
の
自
由
を
愛
し
平
等
を
望
ぴ
の

精
神
を
傷
け
、
企
業
者
の
愛
惜
偏
頗
を
疑

ふ
の
念
を
生
す

へ
し
。
要
す
る
に
利
潤
配
分
方
法
は
其
沿
革
上
よ

り
之

を
見
れ
ば
企
業
者

か
其
勢
働
者
を
保
護
誘
掖
せ
ん
ご
弛
む
る
親
切
慧
愛
に
起
原
し
、
即
ち
其
始
め
此
両
者
は
恰
も

後
見
人
及
び
被
後
見
人
の
如
き
主
`
し
て
徳
義
的
な
る
關
係
を
保
持

し
だ
る
に
、
漸
次
肚
會
の
事
情
は
樂
遷
し
、

此
両
階
級
は
法
律
上
雫
等
の
地
位
に
立

つ
に
至
れ
り
。
從
て
勢
働
者
か
利
潤
配
分
を
受
く
る
事
も
、
恩
恵
よ
り
擢

利
に
攣
化
し
、
而
し
て
其
椹
利
は
未
必
的
の
も
の
よ
り
縄
劃
の
も
の
に
進
韓
す

る
は
蓋
し
亦
當
然

の
蹄
趣
な
り
ざ

謂

ふ
可

し
。

撚
り
電
離
も
、

法
律
上
の
権
利
及
ひ
纒

濟
上
の
利
益
は
必
ず
道

徳
上
の
責
務
を
件

ふ
も
の
な
り
。

論

叢

労
働
資
本
協
調
方
法
こ
し
て
の
利
潤
配
分
(二
)

第
十
一
.一巻

(第
五
號

三
一)

六
八
九

ρ



置

「

論

叢

舞
働
栗

協
勢

讐

し
て
の
利
潤
配
分
〔二
)

筆

二
巻

(第
五
號

三
二
)

六
九
Q

利
潤
配
分
か
縦
使
企

業
者
側
の
後
見
的
恩
恵
ま
義
よ
り
進
化
し
て
丁
勢
働
者
側

の
絶
対
纏
利
主
義

ε
な
る
ご
も
、

此
両
者
の
道
徳
的
責
務
は

　
暦
重
大
ご
な
れ
る
こ
ご
を
怠
る
可
か
ら
す
。
両
者

か
此
責
務
を
日
豊
し
力
行
す
れ
は

利
濁
配
脅
は
始

め
て
完
全
に
其
敷
果
を
塞
・く
る
を
得

へ
き
な
b
。.
利
潤
配
分
の
過
去

の
歴
史
は
正
に
之
を
讃
明
す

我
国
の
企
業
者
に
し
て
此
方
注
を
探
附
施
行
せ
ん
ε
す
る
者
あ
ら
は
、
宜
し
く
此
黙

に
深
く
留
意
す

べ
き
な
り
。

.魚
は
本
節
を
終
ら
む
ε
す
る
に
臨
み
、
欧
米
に
實
施
せ
ら
れ
た
る
利
潤
配
分
の
額
は
勢
働
者
の
頭
割
に
謝
し
、

叉
ば
彼

の
夢
賃
に
比
し
て
如
何
な

る
大
さ
に
達
せ
し
や
を
吟
味

せ
ん
ε
欲
す
。

ル
ロ
ワ

・
ボ
ー
リ
ュ
ー
氏
は

地
黒

に
關
じ
て
頗
悉

翻

な
る
難

を
下
し
て
日
-

莉

離

分
か
鶴

看
の
正
常
鞍

酬

(雛

講

)
.
に
於

け
る
は
、
恰
も
、韮
胡
叡
酢
の
如
き
薬
味

か
日
常
の
食
物
に
於
け
る
如
し
』

ε
。
氏
は

ル
ク
レ
ー
ル
家
の
利
潤
配
　分

卒

か
勢
賃
に
謝
し
、
千
八
百
七
十

一
年
及
ひ
七
十
二
年
の

一
割
二
分
を
最
低
ε
し
.
千
八
百
八
十
四
年
の
二
割
四

分
を
最
高
ご
し
、
千
八
百
八
十
山
ハ
年
に
は
更
に
二
割

一
升
ε
な
り
た
る
事
實
を
擘
け
、
評
語
を
下
し
て
日
(

『
是

れ
大
な
み
好
結
果
ε
謂
鋭

へ
し
、
撚
れ
ご
も

ル
ク
レ
:
ル
家
の
繁
榮

に
貢
献
せ
る
特
別
の
原
因
ε
し
て
余
輩
か
異

に
指
摘

し
惣
る
も
の
を
忘
る
可
か
ら
す
』
ご

(前
號
所
載
第
三
節

一
八
及

一
九
頁
参
照
)。

氏
は
更
に
ゴ
ー
ダ
ン
家
の
例
を
塞
げ
、
伺
尿

か
千
八
百
八
十
七
年
に
於
て
千
七
百
人
以
上
の
勢
働
者
を
使
役
し

湿
れ
オ
も
、
實
際
利
潤
の
配
分
を
受
け
π
る
は
其
半
分
な
る
七
百
九
十
三
人
に
止
ま
る
こ
宅
を
指
摘
七
、
而
し
此

・七
百
九
十
三
人
は
三
種
の
階
級
に
分
π
れ
、
第

一
級

(冨

p
湊
。
∩桝Φ巴

に
属
す

る
者
は
九
十
三
人
に
し
て
、
其
配



6

分
牽

は
勢
賃

の
三

割
な
り
、
第

二
級

(】田

・・
R
聾

卑

Φ
。。)

は
二
百
九
人

に
し
て
、
其

配
分
牽
は

下
り
て
こ
割
三

分

ざ
な

り
、
第

三
級

(冨

℃
母
膏
ぽ
寒
貧
)

は
四
百

九
十

一
人
に

し
て
、
其
配

分
率

は
更

に
下
り

て

一
割

五
分

ε
な

る
、
故

に
若

し
此

等

の
配

分
額
を
勢

働
者

金
敷

に
割
當

る
ざ
す

れ
は
配
'分
牽

は
勢
賃

の

一
割

に
も
達

せ

さ
る

へ
し

ご
推
断

し
た
り
。

氏

は
省

ギ

ル

マ
ソ
ー

シ
ュ
ロ
ソ
ス
、

ボ

ェ
ー
メ

ル
ト
諸
氏

の
書

に
櫨

り
て
敷
多

の

例
謹

を
擘

け

て
,

畢
竟
利
潤

配
分

は
労
働
者

に
取

り
て
は
勢
賃

の
輕
微

な

る
補
足

に
温
き
す
し

て
、
恰

も
藥

味

の
食
物

に
於

け

る
如

し
ε
の
語
を
反
覆

し
た

り
。

氏

の
書

の
本
文

中

に
引

澄
せ

る
は

、
稍

々
古

き
例

に
し
て
千
人
百
九
十
年

以
前

の
も

の
な

れ
は
、
今
繁
を
避

け
て
藪

に
再
説

せ
す

。

而
し

て
同
書
第

六
版

(
千
九
百
十
四
年
刊

)
附
録

A

に
於

て

氏
は

Qn
a

仙
界

℃
2
↓
一、
価
嘗
号

℃
田
9

器

良
①
莚

圏
輿
一団。
ぢ
註
8

身

『
臣
。
旨
巴

飢
碧
ω
厨

σ
珍
$
。霧

〔利
潤

配

分
實
施
研
究
協
會

)
か
其
創

立
第

三
十
年
即

ち
千

九

百
八

年
に
獲
行

し
だ
る
報
告

書

に
撮
b

、
千
九

百
五
年

に
於

け

る
英
國
會
肚

の
利
潤

配

分
の
勢
賃

に
封
ず

る
割

合

、
會
耐

の
敷
、
使
用
人

の
総
数

、
其
中

利
潤
配
分
を
受
け

た

る
者

の
敷

を
表
示

し
陀
り
。

該
報
告
書

(げ

じU
巳
揮
ぎ

牙

冠

鶴
「爲
息
噂
巴
o
昌

岩
×
切
9
鑑
。
。ジ

ヰ
。昌
け「o巨

o
磐

器
9

お
o
。。層

で
δ
巳
♀
Φ
豪

邑

㎝。
算

冨
鴨

器
)

に
依

る

に
、
千
九

百
六
年

に
英
國
會
肚

に
し

て
利
潤

配
分
を
實
施

せ
る

も

の

》
絡
数

は
八

十
二
な
b
。
其
中

十
七
會

肚

に
就

て
は
報
告

を
鉄

き
、
飴

の
六

十
五
會
肚

(内
五
會
肚

は
英
国

殖
民
地

に
在

る
者

)

の
使
用
人

の
総

数
は
千
九
百

⊥
ハ
年
六
月
末

に
終

る

一
年
度
内

に
於

て
最
大
敷
四
萬

九
千
八
百

三
十
人

、
最

小
敷

四
萬

七
千
五
百

八
十
人
な
り
。

而

し
て
利
潤

配
分
を
憂
く

る
者

は
固

よ
り
其

一
部

な
り
。
諜

報

」
輪
.
叢

労
働
資
本
協
調
方
法
ε
し
て
の
利
潤
配
分
(二
)

第
十
二
巻
.
(第
五
號
.
.三
三
)

六
九

一



論
.
叢

勢
働
資
本
協
調
方
法
ε
し
て
㊦
利
潤
配
分
〔二
)

第
十
二
巻

(第
五
號

三
四
)

六
九
二

告

書
は
右
六
十
五
就

中
五

十
六
肚

に
就

て
更

に
詳

細

な

る
報
告

を
爲

せ
り
。
五
十
六
血
中

五
十
二
肚
は
美
本

國

に

在

る
者

に
し

て
、
其

使
用

人

の
糖
敷

は
四

一
、
五
六

一
人
な
り
。

四
肚

は
殖

民
地

に
在

る
者

に
し
て
、
其

使
用

人

の
総
撒

は

一
、

一
二

六

人
な
り
。
今
此
等
五

十
山ハ
會

肚

の
利
潤

配
分
率
等
を
左

に
表

一、心
す

へ
し
。

千
九
百
五
菱

國
會
肚
の
利
潤
配
分
ご
勢
賃
罫
の
比
較
一表

畠

「,

配

分

額

ノ
勢

賃

二
…釘
λ
ル
百
分
率

無

配

分

.

一-
二

HT

菖

・

三-

四

四
-
大

内
1
(

(
1
言

一
〇
一

三

三

⊥

六

百

-
邑

會

乖

鍛
一 三 註 四 旺 一 六 六 酉 一

勢
働

者
総

数

鮒…、一禿六
一三

一三
、弧
七
二

芸
八

五
ま
全

一
、
芝
ゼ

真
金

六

呂
、
　三
五

茜
六

】昊
、

,

受
配
分
者
数

大
兄

胃岩

国
内

蓋

穴

二
、湘
二
六

一
2
三

五
δ
査

二
、(
三一莫

、
'
叢

談
報
告
書
ば
附
記
し
て
日
一

「
確

か
な
る
報
告
を
得
た
る
前
掲
五
十
⊥
ハ
會
砒
の
千
九
百
五
年
に
於
け
る
利
潤
配
分

の
勢
賃
に
劃
す

る
平
均
率
は
百
分
五
・五
な
b
(前
年
即

一
九
〇
四
年
度
の
孕
均
牽
は
百
分
四
・
九
)。
若
し
無
配
分



の
十

一
肚
を
除
き
て
其
飴

の
四
十
五
肚
に
就
て

計
算
す
.れ
は

同
上
季
均
牽
は
百
分
七
・
一
ご
な
る

へ
し

〔前
年
度

は
同
上
百
分
七
・六
)」
ξ
。

該
報
告
書

の
語
調
は
頗

る
勧
奨
的
樂
天
的
な
る
に
反
し
、

此
報
告
を
轄
載
せ
る

ル
ロ
ワ
・
ボ
ー
リ
ュ
ー
氏
の

語

調
は
甚
だ
失
望
的
悲
観
的
な
り
。
氏
は
謂

へ
ら
く
、
利
潤
配
分
を
實
行
ず

る
英
国
會
枇
総
撒
六
十
五
若
く
は
八
十

二
の
中
、
詳
細
の
報
告
あ
b
た
る
五
十
六
肚
は
最
も
重
要
な
る
も
の
な
る
可
く
、
而
も
其
使
用
人
総
数
四
萬
二
千

七
百
七
十
七
入
の
中
、
配
分
を
受
く
る
者
の
敷
は
僅

か
に

一
萬
七
千
百
四
十
七
入
に
過
ぎ
す
。
斯

の
如
き
至
て
少

数
の
者

の
み
此
方
法
の
適
用
を
受
く
る
に
止
ま
る
は
畢
竟
此
方
法
の
英
國
に
歓
迎
せ
ら
れ
さ
る
を
謹
明
す
。
叉
前

掛
無
配
分
の
十

一
凱肌
を
除

き
て
計
算
す

る
も
利
潤
配
分
蛮
・か
借
一か
に
労
賃
の
百
分
七
位
な
る
こ
ε
は
、
亦
以
て
真

桑
味

に
迅
き
削
る
を
見

る
な
り
ξ
。

(日
。「。
博
劇
畠
巳
囲Φξ

。
や

∩一ρ
囁
αq
窃

ひ
琶
よ
料
。。し
。
.

然
り
ε
錐
も
、
余
輩
は

ル
ロ
ワ
・
ボ
ー
リ

ュ
ー
氏
の
失
望
的
悲
観
的
言
語
に
聴
従
す

る
能
は
す
。

凡
そ

事
物
は

見
方
に
由
り
て
善
く
も
悪
く
も
見
ゆ
る
も
の
な
b
。
藥
味
を
無
用
現
す

る
人
も
あ
れ
は
、
之
を
必
要
鉄
く
可
か
ら

す

巴
す

る
人
も
亦
多

々
あ
る

へ
し
。

}
會
計
年
度
の
熱
賛
の
総
額

に
糊
し
百
分

一
の
割
増
を
得
て
満
足
す

る
場
合

も
あ
・れ
は
、
十
割
の
ボ
ー
ナ
ス
を
得

る
も
亦
不
足
の
威
を
畳
ゆ
る
場
合
も
あ
る

へ
し
。
要
は
企
業
者

か
誠
意
を
以

て
勢
働
者

に
接
し
、
勢
働
者
は
信
頼
を
以
て
企
業
者

に
謝
し
、
両

々
肝
膳
相
照
し
、
互
に
赤
心
を
腹
中
k
置
く
に

在
b
。
余
か
既
に
第

二
節

に
説
明
せ
る
如
く
、
利
潤

は
企
業
者

の
洛
事
業
年
度

〔叉
は
其
各
半
期

∀
の
損
益
計
算

論

叢
.

夢
働
資
本
協
調
方
法
ホ
し
て
の
利
潤
配
分
(二
)
.

第
†
二
雀

(第
五
號

三
五
)

六
九
三



、

'

論
.
.叢

労
働
資
本
協
調
方
法
ざ
し
て
の
利
潤
配
分
(二
)

第
十
二
巻

(第
五
號

三
六
)

六
九
四

表
に
於
て
総
収
入
ま
b
総
支
出
帥
ち
生
産
費
を
控
除
し
た
る
残
額
な
り
。
而
し
て
此
生
産
費
中
に
は
固
よ
り
勢
賃

を
含
む
。
勢
賃
は
確
定
的
な
れ
ぎ
も
、
利
潤
は
不
定
的
な
り
。
轡
業
の
状
況
に
由
り
大
な
る
こ
ご
あ
b
小
な
る
こ

ε
あ
b
、
叉
は
無
き
こ
蓬
あ
り
、
時
ε
し
て
は
企
業
者

か
損
失
を
蒙
む
る
こ
ε
も
あ
る
な
り
。
故
に
利
潤
分
配
を

實
施
し
つ
＼
あ
る
企
業
の
中

に
無
配
分
の
場
合
を
生
す

る
は
當
然
な
り
ε
能
。
且
輓
近
競
争
劇
烈
な
る
産
業
肚
會

に
於
て
企
業
上
の
利
潤
は

】
般
に
低
下
す

る
傾
向
あ
る
は
、
経
済
學
者
及
ひ
實
業
家
の

一
般

に
認
む
る
所
な
り
。

故
に
企
業
者
自
身
も
謂
ゆ
る
藥
味
的
利
潤

の
取
得
に
汲
湿
た
る
者
多
し
、
果
し
て
然
ら
ば
彼
か
其
勢
働
者
に
配
分

す

へ
き
部
分
も
亦
藥
味
的
ε
な
る

へ
き
は
當
然
な
り
ご
す
。
薬
味

陀
も
術
も
峡
一
可
か
ら
す

、
呪
ん
や
欧
米
に
於

け
る
幾
多
の
例
謹
は
穀
た
り
肉
た
る
高
率
の
配
分
を
示
す
も
の
あ

る
に
於
て
を
や
。
古
人
曰
く

「
爲
さ
、
る
な
り

能
は
さ
る
に
非
さ
る
な
b
」

ε
。
余
は
利
潤
配
分
方
法
に
就
て
も
亦
爾
言
は
ん
こ
欲
す
。

(
完
)

幽

「

曹


